
JP 2012-66027 A 2012.4.5

10

(57)【要約】
【課題】腫瘍等の弾性像上特徴のある部分を抽出し、診
断上有効な投影画像として表示することが可能な超音波
診断装置を提供する。
【解決手段】超音波診断装置の画像作成部は、検査対象
の断層像を作成する断層像作成部と、検査対象の弾性像
を作成する弾性像作成部と、断層像と弾性像それぞれの
三次元画像データを用いて投影画像を作成する投影画像
作成部と、複数の二次元画像を合成して合成画像を作成
する合成処理部と、投影画像作成部が投影画像を作成す
る三次元画像データの領域を選択する画像領域選択部と
を備える。合成処理部は、所定の断面の断層像５００と
弾性像５１０との合成画像５２０を作成し、表示部に表
示させる。画像領域選択部は、表示部に表示された合成
画像上で設定されたカットライン５２２に基づき、三次
元画像データの領域を選択するためのカット面（三次元
形状）を作成し、投影処理される三次元画像データの領
域を選択する。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　超音波探触子と、前記超音波探触子に駆動信号を送る送信部と、前記超音波探触子が測
定した検査対象からの超音波信号を用いて前記検査対象の画像を作成する画像作成部と、
前記超音波信号を用いて前記画像作成部が作成した三次元画像データを格納する画像デー
タ記憶部と、前記画像作成部が作成した画像を表示する表示部とを備えた超音波診断装置
において、
　前記画像作成部は、前記検査対象の断層像を作成する断層像作成部と、前記検査対象の
弾性像を作成する弾性像作成部と、前記三次元画像データを用いて投影画像を作成する投
影画像作成部と、断層像と弾性像を合成して合成画像を作成する合成処理部と、
　前記合成画像上で設定されたカットラインに基づき、前記投影画像作成部が投影画像を
作成する三次元画像データの領域を選択する画像領域選択部と、を備えたことを特徴とす
る超音波診断装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の超音波診断装置であって、
　前記画像領域選択部は、前記合成画像上で設定されたカットライン位置を、前記合成画
像の面と直交する方向に移動することによって形成される面をカット面として作成するカ
ット面作成部と、前記カット面を用いて前記三次元画像データから一部の領域を切り取り
、切り取り後の三次元画像データを前記投影画像作成部に渡すカット面処理部とを備えた
ことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項３】
　請求項１に記載の超音波診断装置であって、
　前記画像領域選択部は、前記合成画像上で設定された１ないし複数のカットラインを用
いて、前記三次元画像データの領域を選択するためのカット面を作成するカット面作成部
を備えたことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項４】
　請求項３に記載の超音波診断装置であって、
　前記合成処理部は、互いに直交する２以上の面について、それぞれ合成画像を作成し、
　前記カット面作成部は、一つの合成画像上で設定された一つのカットラインと他の合成
画像上で設定された他の一つのカットラインとを用いて、一つのカット面を作成すること
を特徴とする超音波診断装置。
【請求項５】
　請求項２に記載の超音波診断装置であって、
　前記画像領域選択部は、前記合成画像上で設定された第１のカットラインを用いて、断
層像の三次元画像データの領域を選択する第１のカット面を作成する第１のカット面作成
部と、前記合成画像上で設定された第２のカットラインを用いて、弾性像の三次元画像デ
ータの領域を選択する第２のカット面を作成する第２のカット面作成部とを備えたことを
特徴とする超音波診断装置。
【請求項６】
　請求項５に記載の超音波診断装置であって、
　前記合成処理部は、互いに直交する２以上の面について、それぞれ合成画像を作成し、
　前記第１のカット面作成部は、第１の合成画像上で設定された第１のカットラインを用
いて前記第１のカット面を作成し、
　前記第２のカット面作成部は、第２の合成画像上で設定された第２のカットラインを用
いて前記第２のカット面を作成することを特徴とする超音波診断装置。
【請求項７】
　請求項１ないし６のいずれか１項に記載の超音波診断装置であって、
　前記投影画像作成部は、前記超音波探触子が発信する超音波ビームと平行な面を投影面
とする投影画像を作成することを特徴とする超音波診断装置。
【請求項８】
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　請求項１ないし６のいずれか１項に記載の超音波診断装置であって、
　前記投影画像作成部は、前記超音波探触子が発信する超音波ビームと直交する面を投影
面とする投影画像を作成することを特徴とする超音波診断装置。
【請求項９】
　超音波診断装置の探触子を走査することにより得られた三次元計測データを用いて超音
波画像を作成する画像処理装置であって、
　前記測定信号を用いて超音波画像を作成する画像作成部と、当該画像作成部が作成した
三次元画像データを格納する画像データ記憶部と、前記画像作成部が作成した画像を表示
する表示部とを備え、
　前記画像作成部は、前記検査対象の断層像を作成する断層像作成部と、前記検査対象の
弾性像を作成する弾性像作成部と、前記三次元画像データを用いて投影画像を作成する投
影画像作成部と、断層像と弾性像を合成して合成画像を作成する合成処理部と、前記合成
画像上で設定されたカットラインに基づき、前記投影画像作成部が投影画像を作成する三
次元画像データの領域を選択する画像領域選択部と、を備えたことを特徴とする画像処理
装置。
【請求項１０】
　請求項９に記載の画像処理装置であって、
　前記画像領域選択部は、前記合成画像上で設定されたカットライン位置を、前記合成画
像の面と直交する方向に移動することによって形成される面をカット面として作成するカ
ット面作成部と、前記カット面を用いて前記三次元画像データから一部の領域を切り取り
、切り取り後の三次元画像データを前記投影画像作成部に渡すカット面処理部とを備えた
ことを特徴とする画像処理装置。
【請求項１１】
　請求項９に記載の画像処理装置であって、
　前記画像領域選択部は、前記合成画像上で設定された１ないし複数のカットラインを用
いて、前記三次元画像データの領域を選択するためのカット面を作成するカット面作成部
を備えたことを特徴とする画像処理装置。
【請求項１２】
　請求項１１に記載の画像処理装置であって、
　前記合成処理部は、互いに直交する２以上の面について、それぞれ合成画像を作成し、
　前記カット面作成部は、一つの合成画像上で設定された一つのカットラインと他の合成
画像上で設定された他の一つのカットラインとを用いて、一つのカット面を作成すること
を特徴とする画像処理装置。
【請求項１３】
　請求項１０に記載の画像処理装置であって、
　前記画像領域選択部は、前記合成画像上で設定された第１のカットラインを用いて、断
層像の三次元画像データの領域を選択する第１のカット面を作成する第１のカット面作成
部と、前記合成画像上で設定された第２のカットラインを用いて、弾性像の三次元画像デ
ータの領域を選択する第２のカット面を作成する第２のカット面作成部とを備えたことを
特徴とする画像処理装置。
【請求項１４】
　請求項１３に記載の画像処理装置であって、
　前記合成処理部は、互いに直交する２以上の面について、それぞれ合成画像を作成し、
　前記第１のカット面作成部は、第１の合成画像上で設定された第１のカットラインを用
いて前記第１のカット面を作成し、
　前記第２のカット面作成部は、第２の合成画像上で設定された第２のカットラインを用
いて前記第２のカット面を作成することを特徴とする画像処理装置。
【請求項１５】
　請求項９ないし１４のいずれか１項に記載の画像処理装置であって、
　前記投影画像作成部は、前記超音波探触子が発信する超音波ビームと平行な面を投影面
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とする投影画像を作成することを特徴とする画像処理装置。
【請求項１６】
　請求項９ないし１４のいずれか１項に記載の画像処理装置であって、
　前記投影画像作成部は、前記超音波探触子が発信する超音波ビームと直交する面を投影
面とする投影画像を作成することを特徴とする画像処理装置。
【請求項１７】
　超音波診断装置の探触子を走査することにより得られた三次元計測データを用いて超音
波画像を作成する方法であって、
　断層像の計測により得られた三次元断層像データから断層像を作成するステップと、
　弾性像の計測により得られた三次元弾性像データから弾性像を作成するステップと、
　前記断層像と弾性像を合成して合成画像を作成し、表示するステップと、
　前記合成画像上で設定されたカットラインに基づき、三次元断層像データおよび三次元
弾性像データのそれぞれについて領域を選択するステップと、
　選択された領域の三次元断層像データおよび選択された領域の三次元弾性像データを用
いて、断層像と弾性像のそれぞれについて、投影像を作成するステップと、
　断層像について作成された投影像と弾性像について作成された投影像とを合成するステ
ップと、を備えたことを特徴とする超音波画像を作成する方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、超音波診断装置に関し、特に、組織の形態を表す断層像や組織の弾性を表す
弾性像などの三次元超音波画像を構築する機能を備えた超音波診断装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　超音波診断装置は、超音波探触子を通して被検体に超音波を送信するとともに被検体か
らの反射エコー信号を受信し、反射エコー信号を用いて被検体の断層像を生成する。超音
波探触子を自動もしくは手動で短軸方向に走査することにより、三次元データを得ること
ができ、この三次元データをボリュームレンダリング等の手法により二次元投影面に投影
することにより投影画像（三次元画像）を表示することができる。
【０００３】
　この三次元画像を表示する際に、所望の範囲のみの三次元データを可視化する技術が提
案されている（特許文献１）。この特許文献１に記載された手法は、三次元データ内の一
つの断層像を表示し、表示画面において二次曲線により有効領域境界を設定し、有効領域
のみを使用して三次元画像を構成するというものである。
【０００４】
　この技術は、子宮内の胎児などのように、断層像上で周囲組織と明確に識別可能な組織
を表示させる場合には有効であるが、腫瘍のようにその周囲に充実性の組織が存在する部
位については、上述した技術を適用しても、診断上有効な情報として表示させることは困
難である。また腫瘍が悪性か良性かは、形態画像からは判断しにくいため、輝度で表わさ
れる画像である断層像において輝度に着目して、腫瘍と考えられる輝度領域を描出できる
ように領域境界を設定したとしても、その部位が硬い部位でなければ、悪性度は低いと考
えられ、三次元表示する必要性は低い。一方、断層像上では輝度変化が乏しくても、弾性
が高く悪性度の高い部位もあり、その場合、上述した手法では悪性部位を抽出することが
できない。
【０００５】
　一方、近年、検査部位を探触子で圧迫しながら計測することにより、組織の硬さ（弾性
）を画像化する技術が開発され実用化されている。弾性像を表示することにより、臓器に
囲まれた硬い腫瘍部を抽出し、硬さや周りの組織の状態からその悪性度を判断することが
可能となり、侵襲的な検査を避け、適切な治療を行うことが可能となる。
【０００６】
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　弾性像についても三次元データを作成することは可能であり、特許文献１の手法を、弾
性像の三次元データに対し適用して硬い組織を含む領域を選択することも考えられる。し
かし弾性像は、弾性像を取得する際の組織を圧迫する度合いによっても弾性の値は変化す
るため、弾性像から悪性部位を選択することは困難である。また弾性像には、実際に組織
がない部分に画像が現れるという固有のアーチファクトがあるため、上記手法を適用して
も所望の画像が得られるとは限らない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開平１１－２２１２２０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明は、腫瘍等の弾性像上特徴のある部分を他の臓器に隠れることなく、診断上有効
な三次元画像として表示することが可能な超音波診断装置を提供することを課題とする。
また本発明は、簡単な操作で、適切に所望の部位を抽出し、三次元画像を生成することが
可能な超音波診断装置を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決するため、本発明の超音波診断装置は、輝度で表わされる形態画像（断
層像）と、対応する断面位置における弾性像との合成画像上で、所望の部位を選択するた
めのカットラインを設定可能にすると共に、カットラインの情報を用いて、三次元画像デ
ータの所望領域を選択する境界面（カット面）を設定する機能を備える。
　本発明の第一の態様では、合成画像上で設定された１又は複数のカットラインを用いて
一つのカット面を作成し、断層像と弾性像の各三次元画像データについて共通する所望の
範囲を選択する。また第二の態様では、合成画像上で設定された第1のカットラインと第
２のカットラインを用いて第１および第２のカット面を作成し、第1のカット面によって
選択された領域で断層像の三次元画像データの領域を選択し、第2のカット面によって選
択された領域で弾性像の三次元画像データの領域を選択する。
【００１０】
　即ち、本発明の超音波診断装置は、超音波探触子と、前記超音波探触子に駆動信号を送
る送信部と、前記超音波探触子が測定した検査対象からの超音波信号を用いて前記検査対
象の画像を作成する画像作成部と、前記超音波探触子の三次元走査により得られた超音波
信号を用いて前記画像作成部が作成した三次元画像データを格納する画像データ記憶部と
、前記画像作成部が作成した画像を表示する表示部とを備え、前記画像作成部は、前記検
査対象の断層像を作成する断層像作成部と、前記検査対象の弾性像を作成する弾性像作成
部と、前記三次元画像データを用いて投影画像を作成する投影画像作成部と、複数の二次
元画像を合成して合成画像を作成する合成処理部と、前記表示部に表示された断層像と弾
性像との合成画像上で設定されたカットラインに基づき、前記投影画像作成部が投影画像
を作成する三次元画像データの領域を選択する画像領域選択部と、を備えたことを特徴と
する。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、形態画像では見分けにくい腫瘍などの部位を周囲組織から抽出して三
次元データの投影像として提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】第一の実施形態の超音波診断装置の全体概要を示すブロック図
【図２】第一の実施形態の超音波診断装置のカットライン設定画面を示す図
【図３】カット面作成部によるカット面作成処理を説明する図
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【図４】第一の実施形態の動作を示すフローチャート
【図５】合成処理部による断層像と弾性像との合成処理を説明する図
【図６】断層像カット面処理部と弾性像カット面処理部による領域選択を説明する図
【図７】領域選択の変更例を示す図
【図８】投影処理の変更例を示す図
【図９】第二の実施形態の超音波診断装置のカットライン設定画面を示す図
【図１０】第三の実施形態の超音波診断装置のカットライン設定画面を示す図
【図１１】第四の実施形態の超音波診断装置の全体概要を示すブロック図
【図１２】第四の実施形態の動作を示すフローチャート
【図１３】第四の実施形態による処理を説明する図
【図１４】第五の実施形態のカットライン設定画面を示す図
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、本発明の超音波診断装置の実施の形態を説明する。
【００１４】
＜第一の実施形態＞
　本実施形態の超音波診断装置の全体構成を図１に示す。この超音波診断装置１００は、
被検体１０１に当接させて用いる超音波探触子１０２と、超音波探触子１０２を介して被
検体１０１に一定の時間間隔をおいて超音波を繰り返し送信させる送信部１０５と、被検
体１０１から反射した反射エコー信号を受信する受信部１０６と、送信部１０５と受信部
１０６を制御する送受信制御部１０７と、受信部１０６で受信された反射エコーを整相加
算する整相加算部１０８と、後述する画像生成部１１０と、画像を表示する表示器１２０
と、これら装置の各部を制御する制御部１０３とが備えられている。
【００１５】
　超音波探触子１０２は、矩形又は扇形をなす複数の振動子からなり、複数の振動子の配
列方向と直交する方向（短軸方向）に振動子を機械的に振り、超音波を三次元に送受信す
ることができる。超音波探触子１０２は、複数の振動子が二次元配列され、超音波の送受
信を電子的に制御することができるものでもよい。この場合、超音波の送受信と同時に、
二次元的に送受信方向を切り替えながら、例えばθ、φの２つの軸に沿って計測すること
ができる。また、振動子を短軸方向（φ方向）に振る代わりに、超音波探触子１０２を短
軸方向に移動させながら計測しても、三次元の計測を行うことができる。
【００１６】
　送信部１０５は、超音波探触子１０２の振動子を駆動して超音波を発生させるための送
波パルスを生成する。送信部１０５は、送信される超音波の収束点をある深さに設定する
機能を有している。また、受信部１０６は、超音波探触子１０２で受信した反射エコー信
号について所定のゲインで増幅してＲＦ信号すなわち受信信号を生成する。送受信制御部
１０７は、送信部１０５や受信部１０６を制御するためのものである。
【００１７】
　整相加算部１０８は、受信部１０６で増幅されたＲＦ信号の位相を制御し、1点又は複
数の収束点に対し超音波ビームを形成してＲＦ信号フレームデータ（ＲＡＷデータに相当
）を生成する。
【００１８】
　画像生成部１１０には、整相加算部１０８で生成されたＲＦ信号フレームデータを記憶
するデータ記憶部１０９と、断層像および弾性像の画像データをそれぞれ作成するための
二系統の画像処理部と、二系統の画像処理部で作成されたボリュームデータを用いてボリ
ュームレンダリング画像等の投影画像を作成するボリュームレンダリング部１１６と、二
系統の画像処理部で作成された画像を合成する合成処理部１１７とを備えている。
【００１９】
　二系統の画像処理部のうち、断層像データを作成する系統は、データ記憶部１０９に記
憶されたＲＦ信号フレームデータに基づいて断層画像を構成する断層情報演算部１１１と
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、断層情報演算部１１１で構成された断層画像を複数記憶する三次元断層データ記憶部１
１２と、複数の二次元断層画像の取得位置に基づいて三次元座標変換を行ない、断層ボリ
ュームデータを生成する断層像ボリュームデータ作成部１１３と、任意の断面画像を生成
する任意断面断層像作成部１１５とを備える。
【００２０】
　弾性像データを作成する系統は、データ記憶部１０９に記憶された複数のＲＦ信号フレ
ームデータに基づいて二次元弾性画像を構成する弾性情報演算部１２１と、弾性情報演算
部１２１で構成された弾性画像を複数記憶する三次元弾性データ記憶部１２２と、二次元
弾性画像の取得位置に基づいて三次元座標変換を行ない、弾性ボリュームデータを生成す
る弾性ボリュームデータ作成部１２３と、任意の断面画像を生成する任意断面弾性像作成
部１２５とを備える。
【００２１】
　また断層像ボリュームデータ作成部１１３及び弾性ボリュームデータ作成部１２３の後
段には、それぞれ断層像カット面処理部１１４、弾性像カット面処理部１２４が備えられ
ている。
【００２２】
　ボリュームレンダリング部１１６は、断層像ボリュームデータ作成部１１３が作成した
断層ボリュームデータのうち断層像カット面処理部１１４で選択された断層像データと、
弾性ボリュームデータ作成部１２３が作成した弾性ボリュームデータのうち弾性像カット
面処理部１２４で選択された弾性像データについて、それぞれ投影画像を構成する。合成
処理部１１７は、ボリュームレンダリング部１１６が作成した投影画像（形態像の投影画
像と弾性像の投影画像）の合成、及び、任意断面断層像作成部１１５が作成した断層像と
、任意断面弾性像作成部１２５が作成した弾性像との合成を行う。表示部１２０は、合成
処理部１１７で合成した合成画像、二次元断層画像や二次元断層画像等を表示する。
【００２３】
　制御部１０３は、各種入力を行なうキーボードやトラックボール等の操作部１０４を備
えている。また操作部１０４には、ＧＵＩを表示するための表示部を備えている。この表
示部は、画像を表示する表示部１２０が兼ねることができる。この表示部１２０に表示さ
れるＧＵＩを介して、任意断面断層像作成部１１５や任意断面弾性像作成部１２５が作成
する断面位置の設定や、断層像カット面処理部１１４および弾性像カット面処理部１２４
の処理に用いるカット面の設定に必要な操作が行われる。これらの設定は、ＧＵＩを介し
て制御部１０３が行うものであり、図では、カット面を設定する機能をカット面作成部１
１８として示している。
【００２４】
　次に、画像生成部１１０の各部の機能を説明する。
　断層情報演算部１１１は、制御部１０３における設定条件に基づいて、データ記憶部１
０９から出力されるＲＦ信号フレームデータを入力してゲイン補正、ログ圧縮、検波、輪
郭強調、フィルタ処理等の信号処理を行ない、二次元断層画像を構成する。
【００２５】
　三次元断層データ記憶部１１２は、断層情報演算部１１１の出力データである二次元断
層画像を、取得位置に相当する送受信方向（θ、φ）に基づいて、複数記憶する。例えば
、θ方向に送受信を行った計測結果より作成された二次元断層画像を、θ方向に直交する
φをインデックスとして複数の二次元断層画像を記憶する。
【００２６】
　断層像ボリュームデータ作成部１１３は、三次元断層データ記憶部１１２に記憶された
二次元断層画像を用い、取得位置に相当する送受信方向（θ、φ）に基づいて、複数の二
次元断層画像について座標変換を行ない、直交する三軸Ｘ、Ｙ、Ｚを軸とする三次元デー
タ空間のデータ（断層ボリュームデータという）を生成する。操作部１０４を介して、Ｒ
ＯＩが設定されている場合には、ＲＯＩとして設定された領域の断層ボリュームデータが
作成される。断層ボリュームデータには、輝度に応じて、黒から白へ変化するグレースケ
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ールや、赤みのあるセピアカラーなど、主に輝度に応じて明度が大きくなるカラースケー
ルが付与される。
【００２７】
　弾性情報演算部１２１は、データ記憶部１０９に記憶された複数のＲＦ信号フレームデ
ータから変位を計測し、計測した変位に基づいて歪み又は弾性率等の弾性値を演算し、二
次元弾性画像を構成する。
【００２８】
　三次元弾性データ記憶部１２２は弾性情報演算部１２１の出力データである、二次元弾
性画像を、取得位置に相当する送受信方向（θ、φ）に基づいて、複数記憶する。例えば
、θ方向に送受信を行った計測結果より作成された二次元弾性画像を、θ方向に直交する
φをインデックスとして複数の二次元弾性画像を記憶する。
【００２９】
　弾性ボリュームデータ作成部１２３は、三次元弾性データ記憶部１２２に記憶された二
次元弾性画像を用い、取得位置に相当する送受信方向（θ、φ）に基づいて、複数の二次
元弾性画像について座標変換を行ない、直交する三軸Ｘ、Ｙ、Ｚを軸とする三次元データ
空間のデータ（弾性ボリュームデータ）を生成する。操作部１０４を介して、ＲＯＩが設
定されている場合には、ＲＯＩとして設定された領域のボリュームデータが作成される。
弾性ボリュームデータには、弾性値に応じて、例えばカラー値（青色、水色、緑色、黄色
、赤色等）が付与される。
【００３０】
　任意断面断層像作成部１１５は、操作部１０４で設定される任意の表示断面を指定する
変換係数に基づいて三次元断層データ記憶部１１２に記憶された二次元断層画像を用い、
１つ以上の二次元画像を作成する。
【００３１】
　任意断面弾性像作成部１２５は、同様に操作部１０４で設定される任意の表示断面を指
定する変換係数に基づいて三次元弾性データ記憶部１２２に記憶された二次元弾性画像を
用い、１つ以上の二次元画像を作成する。任意断面断層像作成部１１５及び任意断面弾性
像作成部１２５で作成された二次元画像は、合成処理部１１７で重畳される。
【００３２】
　次に、本実施形態の特徴的要素であるカット面作成部１１８、断層像カット面処理部１
１４及び弾性像カット面処理部１２４の機能について、図２～図８を参照して説明する。
【００３３】
　カット面作成部１１８は、表示器１２０に表示された断層像と弾性像との合成画像上で
、操作者が設定したカットラインの情報を用いて、カット面を作成する。
【００３４】
　操作者がカットラインを設定するための表示画面２００を図２に示す。この画面には、
操作者が操作部１０４を介して任意の断面を選択することによって、任意断面断層像作成
部１１５及び任意断面弾性像作成部１２５がそれぞれ作成した任意断面の断層像と弾性像
との合成画像２０１が表示される。
【００３５】
　操作者は、表示器１２０に表示された画像２０１に対し、カットライン２０２を描画す
る。カットライン２０２は、フリーハンドで入力するようにしてもよいし、予め決められ
た図形、例えば円、楕円、多角形のようなクローズした形状や、直線、円弧、二次曲線の
ような線を選択するとともにその大きさや位置を調整することにより描画可能にしてもよ
い。さらに操作者は、カットライン２０２で分けられた二つの領域のいずれを選択するか
を指定することができる。領域の指定は、例えば、矢印２０３や視線方向を示すマーク（
アイコン）を表示させて、それを所望の方向に移動することにより行うことができる。
【００３６】
　カット面作成部１１８は、操作者により設定されたカットライン２０２と、矢印やマー
クによる領域の指定を受け付け、カットライン２０２を合成画像の画像面に対し直交する
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方向に移動させることにより形成される面（三次元形状）をカット面として設定するとと
もに、領域指定されなかった領域をマスクするマスクパターンを作成する。カットライン
２０２とカット面との関係を図３に示す。図３（ａ）は、表示器１２０に表示された断層
像３０１上にカットライン３０２と領域指定マーク３０４が表示されている状態、（ｂ）
は、三次元データ空間３１０において、カットライン３０２を断層像３０１の断面と直交
する方向に移動させることにより作成されたカット面３０５を示す図、（ｃ）はカット面
３０５及び領域指定マーク３０４によって選択された領域３１２を示す図である。なお、
カット面の形状を設定する場合、カットライン３０２の形状を多項式などの数式として、
カット面を求めてもよいし、そのままマスクパターンに変更することも可能である。カッ
ト面作成部１１８が作成したマスクパターンは、断層像カット面処理部１１４及び弾性像
カット面処理部１２４に転送される。
【００３７】
　断層像カット面処理部１１４及び弾性像カット面処理部１２４は、それぞれ、断層像ボ
リュームデータ作成部１１３及び弾性像ボリュームデータ作成部１２３で作成されたボリ
ュームデータに対し、マスクパターンを用いたカット面処理を行い、選択された領域以外
をボリュームデータより除去する。
【００３８】
　以上説明した超音波診断装置の各部の機能を踏まえて、以下、三次元画像作成・表示の
動作を説明する。図４は動作を示すフローチャートである。
【００３９】
　三次元画像作成の前提として、三次元断層データ記憶部１１２及び三次元弾性データ記
憶部１２２には、それぞれ、三次元計測によって計測された複数の二次元断層画像および
複数の二次元弾性画像が記憶されているものとする。この状態で、表示器１２０には、例
えば、視線方向の最前面にある断層像が表示されている。
【００４０】
　操作者が操作部０００４により任意の表示断面を設定すると、任意断面断層像作成部１
１５は、その断面を指定する変換係数に基づいて三次元断層データ記憶部１１２に記憶さ
れた二次元断層画像を用いて、二次元断層画像を作成する。同様に任意断面弾性像作成部
１２５は、その断面を指定する変換係数に基づいて三次元弾性データ記憶部１２２に記憶
された二次元弾性画像を用いて、二次元弾性画像を作成する。これら二次元断層画像およ
び二次元弾性画像は、合成処理部１１７において重畳されて、表示器１２０に表示される
（ステップ４０１）。
【００４１】
　図５（ａ）～（ｃ）に、任意断面断層像作成部１１５、任意断面弾性像作成部１２５、
および合成処理部１１７で作成される断層像５００、弾性像５１０、合成画像５２０を示
す。図（ａ）に示すように、断層像５００では、腫瘍と疑われる組織の画像５０１～５０
４が描出されている。ただし、この画像からは腫瘍が悪性の腫瘍かどうかは識別できない
。一方、弾性像５１０では、断層像５００の腫瘍５０４と同じ位置に、硬い組織を示す画
像５１３が描出されている。また画像５１３の他に、ノイズや組織のずれによって発生す
る画像アーチファクト５１１、５１２なども表れている。合成画像５２０は、これら断層
像５００と弾性像５１０とを重畳した画像であり、図２に示す画像２０１と同じである。
この画像上では、組織画像である断層像５００で腫瘍と疑われる部位の画像５０４と、弾
性像５１０で硬い組織を示す画像５１３とが重なっていることから、この部位５２１が悪
性腫瘍部位であることを認識できる。
【００４２】
　このように操作者は、表示器１２０に表示された合成画像５２０により、観察しようと
する部位を明確に識別できるので、図５（ｃ）に示すように、その部位を選択するカット
ライン５２２を設定できる。このとき、カットライン５２２で分断された２つの領域のど
ちら側を選択するのかを、矢印（図２の２０３）やマーク（図３（ａ）の３０４）で指定
する。
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【００４３】
　操作者によってカットライン５２２が設定されると、カット面作成部１１８は、カット
ライン５２２の情報を受け、カットラインをボリュームデータ空間上に展開したカット面
を設定し、例えば、カット面で選択される領域のデータ値を１（表示）、選択されない領
域のデータ値を０（非表示）とするマスクパターンを作成する（ステップ４０２）。作成
されたマスクパターンは、断層像カット面処理部１１４及び弾性像カット面処理部１２４
にそれぞれ転送される。
　なおカット面作成部１１８は、カット面の情報として、上述したような三次元のボリュ
ームマスクーパターンとして作成する代わりに、数式や二次元マスクパターンとしてデー
タを作成することも可能である。
【００４４】
　一方、断層像ボリュームデータ作成部１１３は、三次元断層データ記憶部１１２に記憶
された三次元の断層データに対し、座標変換を行い、断層像のボリュームデータを作成す
る（ステップ４０３）。同様に、弾性像ボリュームデータ作成部１２３は、弾性像のボリ
ュームデータを作成する（ステップ４０４）。ＲＯＩが設定されている場合には、ＲＯＩ
内の断層データ或いは弾性データについてボリュームデータが作成される。
【００４５】
　断層像カット面処理部１１４は、断層像ボリュームデータ作成部１１３が作成した断層
像のボリュームデータにマスクパターンを適用して、カット面に沿って不要な領域を削除
する処理を行う（ステップ４０５）。同様に弾性像カット面処理部１２４は、弾性像ボリ
ュームデータ作成部１２３が作成した弾性像のボリュームデータにマスクパターンを適用
して、カット面に沿って不要な領域を削除する処理を行う（ステップ４０６）。
【００４６】
　次いでボリュームレンダリング部１１６は、不要な領域を削除することによって選択さ
れた領域のボリュームデータに対し、二次元投影面への投影処理を行い、断層像と弾性像
のそれぞれについて、投影像を作成する（ステップ４０７）。この際、選択された領域に
おける臓器の位置関係を対照し、合成する際の前後関係を決定して投影像を作成する。合
成処理部１１７は断層像について作成された投影像と弾性像について作成された投影像と
を合成する（ステップ４０８）。作成された合成画像は、表示器１２０に表示される。
【００４７】
　ステップ４０２及びステップ４０５～ステップ４０８の処理の様子を図６に示す。図６
（ａ１）、（ａ２）は、それぞれ、断層像および弾性像のボリュームデータ６００、６１
０を示し、（ｂ１）、（ｂ２）は、共通のカット面６０１、６１１で選択された領域であ
るボリュームデータ６０５、６１５の部分を示す。（ｃ）は最終的に合成処理部１１７で
合成された投影像６０５を示す。
　またカット面で分割された領域のうち、図６の（ｂ１）、（ｂ２）に示す領域と反対側
の領域が選択された場合に作成される投影像の合成画像７００を図７（ａ）、（ｂ）に示
す。この場合には、カット面よりも被検体の体表に近い側が選択されて、表示される。こ
のように、目的とする部位の位置や診察の目的に応じて、表示させる領域を変更すること
が可能である。
【００４８】
　また、図６及び図７では、投影像の二次元投影面が、視線方向に直交する面である場合
を示しているが、投影面は任意に選択することができ、断層面と直交し且つ超音波のビー
ム方向と直交する面を二次投影面とすることも可能である。図８に、ビーム方向と直交す
る面を投影面にした場合のカットライン設定画面８００、及び、投影像表示画面８１０を
示す。図示するように、投影像８１１は、カット面の上から見た画像となり、カット面よ
り上の領域が除去されている。このため、断層像の合成画像８０１をもとに選択された領
域内に複数の臓器等がある場合にも、観察したい部位を他の臓器と容易に識別できるよう
に表示させることができる。投影方向の指定は、例えば、デフォルトで視線方向に設定し
ておき、それを操作者が任意に変更できるようにしてもよいし、合成画像８０１上でカッ
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トライン８０２を設定する際に行われる領域選択（矢印８０３やマークによる選択）を投
影方向の指定として受け付けるようにしてもよい。この場合には、カットラインの設定後
、即座にその結果が表示される投影像に反映される。
【００４９】
　以上、説明したように、本実施形態によれば、断層像および弾性像の合成画像上で設定
されたカットラインを用いて、断層像のボリュームデータと弾性像のボリュームデータの
それぞれに適用されるカット面を作成し、合成画像に用いるボリュームデータの領域を制
限するので、真に観察したい部分のみを選択して画像化することができ、診断に有効な画
像情報を提供することができる。また、操作者はカットラインを設定するという１回の操
作で、断層像と弾性像のそれぞれのボリュームデータについて、同時に同一領域の選択を
行うことができる。
【００５０】
＜第二の実施形態＞
　第一の実施形態では、超音波画像の視線方向から見た合成画像上でカットラインおよび
カット面の設定を行う場合を説明したが、本実施形態では、カットラインを設定する断面
を、操作者が任意に選択可能にしたことが特徴である。装置の構成および各要素の機能に
ついては、第一の実施形態と同様であるので、説明を省略し、本実施形態に特徴的な部分
のみを説明する。
【００５１】
　本実施形態では、任意断面断層像作成部１１５及び任意断面弾性像作成部１２５は、操
作部１０４の指示により、例えばＸ－Ｙ平面に平行な断面の二次元画像、それと直交する
Ｚ－Ｙ平面に平行な断面の二次元画像、Ｘ－Ｚ平面に平行な断面の二次元画像を作成し、
それぞれ対応する断面の断層像と弾性像の二次元画像を合成し、表示器１２０に表示させ
る。表示例を図９（ａ）、（ｂ）、（ｃ）に示す。図示する例で、（ａ）はＸ－Ｙ断面画
像９０１、（ｂ）はＺ－Ｙ断面画像９０２、（ｃ）はＸ－Ｚ断面画像９０３である。これ
ら断面画像９０１～９０３の位置は、操作者がボリュームデータ中の所望の位置へ平行移
動してその断面を表示することができ、例えば、目的とする部位が画像のほぼ中央となる
位置の断面画像を作成、表示させることも可能である。
【００５２】
　操作者は、表示器１２０に表示された異なる断面の二次元画像９０１～９０３から、目
的部位の抽出に適した所望の画像を選択し、その画像が表示された画面上でカットライン
９０５を設定する。図示する例では、Ｚ－Ｙ断面画像９０２上にカットライン９０５が設
定されている。カット面作成部１１８は、このカットラインの情報をもとにカット面を設
定する。このカット面設定処理は、ボリュームデータのデータ空間において、カットライ
ンを展開する方向が、図３の場合と異なる以外は、第一の実施形態と全く同様に行われる
。すなわち、カットラインをＺ－Ｙ面と直交する方向に移動させることにより形成される
面をカット面として、そのカット面で選択される領域以外の領域をマスクするマスクパタ
ーンを形成する。このマスクパータンを用いて、断層像のボリュームデータ、弾性像のボ
リュームデータのそれぞれについて、カット面で選択された領域の投影像が作成され、そ
の合成画像９０４が表示される。図示する例では、投影像９０４はＸ－Ｚ面を投影面とし
て作成された画像であり、カット面の上から見た画像であるが、第一の実施形態と同様に
、投影面は任意であり、視線方向に投影した投影像等であってもよい。
【００５３】
　本実施形態によれば、目的部位の形状に応じて、それを選択するのに最も適切な断面を
選んで領域の選択をすることができる。
【００５４】
＜第三の実施形態＞
　第一および第二の実施の形態では、一つの断面画像を用いてカットラインを設定する場
合を説明したが、本実施形態は、カット面作成部の機能として、断面の方向が異なる複数
の断面画像上にそれぞれカットラインを設定し、複数のカットラインからカット面を設定
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する機能を備えることが特徴である。本実施形態においても、任意断面断層像作成部１１
５及び任意断面弾性像作成部１２５が、互いに直交する複数、例えば３つの断面の二次元
画像を作成し、表示器１２０に表示させることは、第二の実施形態と同様である。
【００５５】
　本実施形態では、図１０に示すように、表示された複数の二次元画像の二つ、例えばＸ
－Ｙ面の二次元画像９１０及びＺ－Ｙ面の二次元画像９２０に、それぞれ操作者が第1の
カットライン９１１、第２のカットライン９２１を設定すると、カット面作成部１１８は
、まず、それぞれのカットライン９１１、９２１の交点９１２を表示器に表示させる。こ
の場合、カットライン９１１、９２１は交点を持つように設定されることが前提である。
【００５６】
　操作者は、表示された交点９１２の位置を制御することにより、所望の部位が選択され
るように調整する。この場合にも、第１または第２のカットラインの一方を設定するとき
に、選択すべき領域の指定（矢印９１３）を受け付け、カット面によって分割された領域
のいずれを用いて投影像を作成するかを決定する。
【００５７】
　カット面作成部１１８は、カットライン９１１、９２１が決まるとカットライン９１１
、９２１を補間して曲面を生成し、カット面とする。カット面の形状と選択すべき領域が
決まると、選択しない領域をマスクするマスクパターンを作成し、断層像カット処理部１
１４と弾性像カット処理部１２４にマスクパターンを送る。これにより、断層像と弾性像
の両方を２面により設定した曲面で切り取ることができる。
【００５８】
　その後、ボリュームレンダリング部１１６において、断層像のボリュームデータ、弾性
像のボリュームデータのそれぞれについてカット面で選択された領域の投影像が作成され
、その合成画像が表示されることは、第一、第二の実施形態と同様である。
【００５９】
　本実施形態によれば、目的部位を、より絞り込んで投影像を作成することができる。
【００６０】
＜第四の実施形態＞
　本実施形態は、断層像と弾性像について、それぞれ別個にカット面を設定する機能を有
する点が特徴である。以下、図１１を参照して本実施形態の超音波診断装置を説明する。
図１１において、図１と同じ要素については、同じ符号で示し、説明を省略する。
【００６１】
　本実施形態の超音波診断装置１１００は、操作部１０４からの操作によって画面上に設
定されたカットラインをもとにカット面を設定するカット面作成部として、断層像カット
面作成部１１８１と、弾性像カット面作成部１１８２とを備えている。断層像カット面作
成部１１８１は、設定したカット面の情報を断層像のボリュームデータに対しカット面処
理を行う断層像カット面処理部１１４に送る。弾性像カット面作成部１１８２は、設定し
たカット面の情報を弾性像のボリュームデータに対しカット面処理を行う弾性像カット面
処理部１２４に送る。
【００６２】
　本実施形態の三次元画像作成・表示の動作を、図１２のフローチャートを参照して説明
する。本実施形態でも前提として、三次元断層データ記憶部１１２及び三次元弾性データ
記憶部１２２に、三次元計測によって計測された複数の二次元断層画像および複数の二次
元弾性画像が記憶されていること、およびそれから作成された任意断面の断層像と弾性像
との合成画像が表示器１２０に表示されていることは第一の実施形態と同じである（ステ
ップ１２０１）。
【００６３】
　操作者は、図１３（ａ）に示すように、表示器１２０に表示された合成画像１３００上
で、断層像のカット面を設定するための第1のカットライン１３０１と、弾性像のカット
面を設定するための第2のカットライン１３０２を設定する。図示する例では、第1のカッ
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トライン１３０１は、輝度表示される断層像上で腫瘍と思われる臓器１３０３～１３０５
をすべて含む領域を選択するように設定され、第2のカットライン１３０２は、アーチフ
ァクトとして現れる弾性像１３０６を除き、硬い組織１３０７を含む領域を選択するよう
に設定される。
【００６４】
　カットラインの形状は、フリーハンドで入力するようにしてもよいし、予め決められた
図形、例えば円、楕円、多角形のようなクローズした形状や、直線、円弧、二次曲線のよ
うな線を選択するとともにその大きさや位置を調整することにより描画可能にしてもよい
。第１のカットライン１３０１と第２のカットライン１３０２を識別可能にするために、
識別マーク１３１１、１３１２を表示することが好ましい。識別マーク１３１１、１３１
２の代わりに、線の形態（実線、点線、一点鎖線等）や色を異ならせてもよい。
【００６５】
　断層像カット面作成部１１８１は、第1のカットライン１１０１の形状を数式にしたも
の或いはライン上の複数の点数の座標をそのまま用いてカット面を作成する（ステップ１
２０２）。カット面は、カットラインを表示された画像の断面に垂直な方向に移動させる
ことにより形成される面とし、その面を堺に、カットライン設定の際に指定された領域以
外の領域をマスクするマスクパターンを作成する。同様に弾性像カット面作成部１１８２
は、第２のカットライン１１０２を用いて弾性像用のカット面を作成する（ステップ１２
０３）。ボリュームデータに対し設定されたカット面の位置を図１３（ｂ）に示す。なお
図１３（ｂ）では、ボリュームデータとして、断層像のデータと弾性像のデータとが合成
された状態を示しているが、実際には、それぞれのボリュームデータに対し、一つのカッ
ト面（マスクパターン）が設定される。カット面の情報は、第一の実施形態と同様に、ボ
リュームマスクパターンであっても、数式や二次元マスクパターンであってもよい。
【００６６】
　一方、断層像ボリュームデータ作成部１１３及び弾性像ボリュームデータ作成部１２３
は、それぞれ、三次元断層データ記憶部１１２および三次元弾性データ記憶部１２２に記
憶されたデータの座標変換を行って、断層像ボリュームデータ及び弾性像ボリュームデー
タを作成する。断層像カット面処理部１１４及び弾性像カット面処理部１２４は、断層像
カット面作成部１１８１及び弾性像カット面作成部１１８２から送られるマスクパターン
を用いて、断層像ボリュームデータ及び弾性像ボリュームデータのうち選択されない領域
を削除するカット面処理を行い、ボリュームレンダリング部１１６に送る。図１３（ｃ）
、（ｄ）は、カット面処理後のボリュームデータを示す図で、断層像のボリュームデータ
１３２１と弾性像のボリュームデータ１３２２は、互いに独立した領域のデータである。
【００６７】
　ボリュームレンダリング部１１６は、カット面処理後のボリュームデータについて投影
処理を行い、断層像と弾性像の各ボリュームデータについて投影像を作成する。これら投
影像を合成処理部１１７で合成し、図１３（ｅ）に示すような投影像１３３０を表示器１
２０に表示する。合成に際し、臓器の位置関係を対照し、投影像に配置する際の前後関係
を決定する。なお、図１３（ｅ）では、Ｘ－Ｙ面或いはＹ－Ｚ面を二次投影面として投影
した投影画像を示しているが、Ｘ－Ｚ面を投影面とする投影画像とすることも可能である
。
【００６８】
　本実施形態によれば、断層像と弾性像とで別個にカット面を設定することができるので
、断層像と弾性像とで選択した領域が異なる場合に対応することができる。特に弾性像に
おけるアーチファクトを除去し、本来見たい画像のみを抽出して表示させることが可能と
なる。
【００６９】
　＜第五の実施形態＞
　本実施形態は、第四の実施形態と同様に、断層像のボリュームデータと弾性像のボリュ
ームデータとで、別個にカット面を設定する。ただし、本実施形態では、カット面の設定
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下、図１４を参照して、第四の実施形態と異なる本実施形態の特徴を説明する。
【００７０】
　本実施形態でも、断面の方向が異なる複数の断面、Ｘ－Ｙ面、Ｙ－Ｚ面及びＸ－Ｚ面の
合成画像１４０１～１４０３を表示させることは、第四の実施形態と同様である。本実施
形態では、これら３つの合成画像のうち２つの画像、例えばＸ－Ｙ面画像１４０１とＹ－
Ｚ面画像１４０２の上で、断層像用のカットライン１４０５と、弾性像用のカットライン
１４０６とを設定可能にする。２種類のカットラインをそれぞれ、どの面の画像に設定す
るかは任意であるが、両者を識別可能にするために、カットラインの識別マークが表示さ
れることが好ましい。図示する例では、Ｘ－Ｙ面の画像１４０１上で弾性像用のカットラ
イン１４０５が設定され、Ｙ－Ｚ面の画像１４０２上で断層像用のカットライン１４０６
が設定されている。なお図示を省略しているが、カットラインの設定時に、矢印やマーク
により、選択する領域が指定される。
【００７１】
　これらカットライン１４０５、１４０６の情報に基づき、弾性像のボリュームデータお
よび断層像のボリュームデータについて、それぞれカット面が設定され、カット面処理が
行われる。カット面処理後のボリュームデータを用いて１組の投影像を作成し、合成する
ことは、他の実施形態と同様である。
　本実施形態によれば、断層像及び弾性像のそれぞれについて、最も適切な断面を選択し
て、領域を設定できるので、より診断に役立つ画像を表示しやすくなる。
【００７２】
　以上、本発明の各実施形態を説明したが、これらの実施形態で示したカットラインの形
状や投影方向などは、単なる例示であり、目的とする組織の形態に応じて適宜変更可能で
あることは言うまでもない。
　また上記各実施形態では、画像作成部１１０は、超音波診断装置１００、１００１の一
要素として説明したが、画像作成部１１０の機能を超音波診断装置から独立した装置に持
たせることも可能である。例えば、データ記憶部に記憶される超音波診断装置の測定デー
タを可搬媒体その他の媒体により、超音波診断装置とは別の場所に設置された画像処理装
置に送信し、本発明の機能を実現することも可能である。
【産業上の利用可能性】
【００７３】
　本発明の超音波診断装置によれば、診断の対象の臓器や部位が形態上は周囲に紛れやす
く識別しにくい部位であっても、画像データから該当部位を抽出し、診断に役立つ投影像
として提供することができる。
【符号の説明】
【００７４】
１０２・・・超音波探触子、１０３・・・制御部、１０４・・・操作部、１０５・・・送
信部、１０６・・・受信部、１０９・・・データ記憶部、１１０・・・画像作成部、１１
２・・・三次元断層データ記憶部、１１３・・・断層像ボリュームデータ作成部、１１４
・・・断層像カット面処理部、１１５・・・任意断面断層像作成部、１１６・・・ボリュ
ームレンダリング部、１１７・・・合成処理部、１１８・・・カット面作成部、１１８１
・・・断層像カット面作成部、１１８２・・・弾性像カット面作成部、１２０・・・表示
器、１２２・・・三次元弾性データ記憶部、１２３・・・弾性像ボリュームデータ作成部
、１２４・・・弾性像カット面処理部、１２５・・・任意断面弾性像作成部。
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